
 令和８年３月 19 日   No.2504             高鍋町役場 

 

お知らせ たかなべ 

◎次回の『お知らせ たかなべ』の 

 発行日は４月 3 日（金）です。 

☆休日在宅医（在宅医は午前９時から午後５時までです。受診の際は必ず事前に電話にてご確認ください。） 

３月 20 日 黒木内科医院 内 ☎23-2883    

３月 22 日 永友胃腸科内科医院 胃腸・内・小 ☎22-3320 やまぐち脳神経外科 脳神・神内・リハ ☎32-5555 

３月 29 日 坂田病院 内・外・婦 ☎22-3426 ながとも眼科 眼 ☎21-1780 
 

 

総務課からのお知らせ 

●令和 8 年 4 月以降の広報紙の全戸配付の終了および回覧文書の廃止について 

令和 8 年度から、町民の皆さまへの情報提供をより迅速かつ効率的に行う等の目的のため、広報紙の全

戸配付を終了するとともに回覧文書を廃止し、今後の町からの情報発信は高鍋町公式 LINE アカウントお

よび広報紙が閲覧できる無料アプリ「カタログポケット」で行います。 

 町民の皆さまにおかれましては、趣旨をご理解いただきますようお願いします。 

◎広報紙の閲覧について（広報たかなべ、お知らせたかなべ、議会だより、県広報みやざき） 

  原則として広報紙が閲覧できる無料アプリ「カタログポケット」をご利用いただきます。（県広報みや

ざきについては県ホームページに掲載しています） 

  また、デジタル配信への移行措置として、令和８年４月から町内の公共施設や商業施設等において、

広報紙の設置（スポット配布）を行います。紙媒体の広報紙が必要な場合はスポット配布をご利用ください。  

スポット配布の設置箇所は町ホームページで確認できます。 

※全戸配付の終了および回覧文書の廃止について、詳しくは総務課行政係（☎0983- 

26-2001）へ。 

※スポット配布および町公式 LINE アカウントについて、詳しくは地域政策課総合政 

策係（☎0983-26-2018）へ。 

◎紙の広報紙の配付について 

  デジタルでの閲覧が困難等の理由により、これまでと同様に紙の広報紙の配付を 

希望される方には引き続き配付をしますので、お住まいの行政区の行政事務連絡員 

または総務課行政係にご連絡ください。なお、昨年 11 月頃に行政事務連絡員を通し 

て実施した「広報紙のデジタル化に関するアンケート調査」において、紙での配付 

を希望された方については、再度のご連絡は不要です。 

※紙の広報紙の配付について、詳しくは総務課行政係（☎0983-26-2001）へ。 

◎高齢者向け無料スマホ教室について 

  令和７年度に実施した、「カタログポケット」を使ってスマートフォンやタブレット 

で町の広報紙を簡単に読むことができるようになる教室を４月以降も実施します。 

  「アプリのインストール方法が分からない」「操作が難しそう」という方に、インストール方法やアプ

リの使い方をご説明しますので、ぜひお気軽にご参加ください。 

※日程、会場については決定次第お知らせします。 

※スマホ教室について、詳しくは総務課デジタル推進係（☎0983-26-2003）へ。 

●年度末、年度始めの役場土日開庁について 
  仕事などで平日に役場へお越しいただけない方のために、次のとおり開庁します。 

 ▲開 庁 日 ３月 29 日（日）・４月４日（土） 

 ▲開庁時間 午前８時 25 分～午後５時 10 分 

 ※内容によってはお受けできない業務があります。詳しくは、町ホームページまたは 

行政係（☎0983-26-2001）へ。 

地域政策課からのお知らせ 

●たかなべ生活応援商品券の発行について 

  物価高騰の影響を受ける町民の皆さまの生活支援と町内消費の喚起を目的として、商品券を発行します。 

 ▲対  象 基準日（令和 8 年 2 月 1 日）時点で高鍋町の住民基本台帳に登録のある方 

 ▲発行額面 1 人あたり 10,000 円分の商品券（1,000 円券×10 枚） 

       内訳：大型店・中小店共通券 7 枚、中小店専用券 3 枚 

 ▲取扱店舗 町内の商品券取扱店舗で利用することができます。取扱店舗の詳細は、町ホームページでご 

確認ください。 

 ▲利用期間 令和 8 年 8 月 31 日まで 

 ▲配付方法 令和８年４月上旬から「ゆうパック」にて世帯ごとに順次発送します。 

 ※詳しくは、商工観光係（☎0983-26-2015）へ。 

●広域的コミュニティバス「三納代線」の一部ダイヤの変更について 
３月 14 日（土）より、九州旅客鉄道株 

式会社のダイヤ改正に伴い、「三納代線」  

一部便の時刻を変更しています。 

 ▲対象路線 高鍋～三納代～西都 

 ▲変更内容 

高鍋バスセンター発西都ショッピング 

センター行 

平  日：２便目、３便目 

土日祝日：１便目、２便目 

※詳しくは、三和交通株式会社（☎0983-43-1223）または総合政策係（☎0983-26- 

2018）へ。 

●高鍋城址桜まつり 2026～桜と灯りと風土（FOOD）～の開催について 

 ▲と  き 3 月 28 日（土）・29 日（日）正午～午後 8 時（雨天決行）  ▲ところ 舞鶴公園 

 ※3 月 21 日（土）から 4 月 5 日（日）の期間中、午後 6 時から午後 10 時までの間、桜のライトアップを 

行います。詳しくは、高鍋町観光協会（☎0983-22-5588）へ。 

運行日 便 
高鍋バスセンター 

(変更前→変更後) 

西都 

ショッピングセンター 

(変更前→変更後) 

平日 
２便 7:55→7:58 8:50→8:53 

３便 10:20→10:12 11:15→11:07 

土日 

祝日 

１便 7:55→7:58 8:50→8:53 

２便 10:20→10:12 11:15→11:07 

 

税務課からのお知らせ 

●令和 7 年度第 5 回窓口公売会の開催について 

▲入札期間 ３月 23 日（月）～３月 27 日（金）午前９時～午後５時 

▲入札場所 高鍋町役場 庁舎 1 階 税務課収納係窓口 

▲開 札 日 ３月 30 日（月） ▲代金納付期限 ４月１日（水）午後２時半まで 

※詳しくは、町ホームページまたは収納係（☎0983-26-2012）へ。 

●令和８年度固定資産税納税通知書の送付について 
令和８年度固定資産税納税通知書を４月上旬に送付します。同封の課税明細書は、令和９年２月からの

確定申告時に名寄帳兼課税台帳の代わりとして使用できますので、内容を確認（国が定める地方公共団体

システム標準化の対応に伴い、各種通知書の帳票様式および一部の文字が変更されています）していただ

き大切に保管してください。なお、第１期分の納期限は４月 30 日（木）です。 

※詳しくは、資産税係（☎0983-26-2013）へ。 

●土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について 
▲対  象 ・固定資産税の納税者（非課税または免税点未満の土地・家屋の所有者は不可） 

・納税者の委任を受けた方 

▲縦覧期間 ４月１日（水）～４月 30 日（木）午前８時 25 分～午後５時 10 分 

      ※土日祝日を除きますが、４月４日（土）の休日開庁日は縦覧できます。 

▲持参するもの  本人確認ができるもの（運転免許証など） 

       ただし、代理人の場合は、本人確認ができるものと、委任状または委任者の納税通知書、法 

高鍋町の人口増減のすがた（R8.3.1 現在人口） 
Ｒ8.3.1 人口 社会増減 自然増減 増減計 Ｒ8.2.1 人口 

18,710 人 9 人 -10 人 -1 人 18,711 人 

社会増減：転入者数－転出者数  自然増減：出生者数－死亡者数 

◆本年度の町税の納付はお済みですか。まだの方はお早めに納付をお願いします。 

◆町税等の納付方法として PayPay が利用できます。 
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https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/7/4842.html
https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/7/2/4589.html


 
 

 
       人の場合は、法人登録印または法人登録印を押した委任状が必要です。 

▲手 数 料 無料 

 ※詳しくは、資産税係（☎0983-26-2013）へ。 

 

町民生活課からのお知らせ 

●国民年金の学生納付特例（免除）申請について 

  ４月から令和８年度の学生納付特例申請を受け付けます。申請後、本人の所得審査により適用が決定さ

れます。なお、２年１か月前まで遡って申請も可能です。 

▲対  象 学生で国民年金保険料の納付が困難な方 

▲申し込み 年金事務所または戸籍住民・年金係へ。 

▲持参するもの ・年金手帳または基礎年金番号通知書 

・学生証または在学証明書（令和８年４月以降に発行したもの） 

・マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証 

※失業による所得審査を希望する場合は、雇用保険受給資格者証または離職票 

※詳しくは、戸籍住民・年金係（☎0983-26-2006)へ。 

 

健康保険課からのお知らせ 

●楽々体操教室について 
▲と  き ４月 10 日（金）・15 日（水）・21 日（火）・27 日（月）午後１時半～午後２時 15 分 

▲と こ ろ 高鍋温泉めいりんの湯 大広間  ▲申し込み 不要  ▲参加費 無料 

※４月 15 日（水）は午後１時から午後３時半まで、同会場で宮崎県看護協会による「まちの保健室」（健

康相談、血圧測定など）を開設します。お気軽にご利用ください（申し込み不要、参加費無料）。 

※詳しくは、介護・高齢者福祉係（☎0983-26-2008）へ。 

●４月の母子健康手帳交付について 
▲と  き ４月 13 日（金）・17 日（金）受付時間：午前９時半～午前９時 45 分 

       ４月 10 日（金）・24 日（金）受付時間：午後１時半～午後１時 45 分 

▲と こ ろ イワケン健康づくりセンター  ▲内容 問診・母子保健制度に関する説明 

▲申し込み 不要 ※本人が来所できない場合等は事前にご連絡ください 

▲持参するもの 妊娠届出書（医療機関で入手可）、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写

真付き本人確認書類（運転免許証など）、妊婦名義の口座情報が確認できるもの 

※医療機関で妊娠判定を受け、経過が安定している方は早め（妊娠 11 週頃）に交付を受けましょう。 

※詳しくは、イワケン健康づくりセンター（☎0983-23-2323）へ。 

 

福祉課からのお知らせ 

●人工透析患者通院時のタクシー料金助成について 
 ▲対  象 町内在住で月８日以上人工透析で通院している方 

▲助成内容 小型タクシー基本料金額のタクシー利用券（月２枚まで） 

▲申し込み 身体障害者手帳と印鑑を持って地域福祉係へ。 

※医療機関による無料送迎を利用している場合は助成対象となりません。 

※その他条件があります。詳しくは、地域福祉係（☎0983-26-2009）へ。 

 

危機管理課からのお知らせ 

●春の全国交通安全運動の実施について 
  ４月６日（月）から 15 日（水）まで「春の全国交通安全運動」が実施されます。交通安全を心がけ、交

通事故防止に取り組みましょう。また、期間中の４月 10 日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」で、一

斉早朝街頭指導を行います。通学・通勤等の交通事故防止のため、地域・学校・職場などで実施している 

早朝街頭指導への積極的な参加をお願いします。 

 

教育総務課からのお知らせ 

●高鍋町育英会について 
 ◎奨学生の募集 

  ▲対  象 高校生、大学生、大学院生、修業年限 2 年以上の専門学校生 

  ▲資  格 保護者が町内に 2 年以上居住していること（その他条件有） 

  ▲貸与型月額 高校生：15,000 円 大学生、大学院生、修業年限２年以上の専門学生：25,000 円 

  ▲給付型月額 大学生・専門学生（いずれも令和 8 年 4 月に入学する者）：20,000 円 

  ▲募集期間 4 月 17 日（金）まで 

  ※申請書類は、教育総務課にてお渡しします。（他の奨学金との併用はできません） 

 ◎寄附のお願い 

   高鍋町育英会では、高鍋町に２年以上居住している人の子弟であって、高等学校、大学および大学院、

修業年限 2 年以上の専門学校の学生に対し奨学金の貸与および給付事業を行っています。 

皆さまからの寄附を随時受け付けています。育英会の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。 

 ※詳しくは、教育総務課（☎0983-23-0315）へ。 

 

社会教育課からのお知らせ 

●高鍋湿原の開園について 
▲開園期間 ４月１日（水）～11 月中旬（閉園時期は開花状況によって決定します） 

▲開園時間 午前９時～午後５時 

※公共施設等に掲示する高鍋湿原の写真の募集も行っています。 

※詳しくは、町ホームページまたは文化係（☎0983-23-3326）へ。 

●高鍋湿原ボランティアガイドの会会員の募集について 
▲対  象 高鍋湿原のガイドに関心があり、屋外の活動ができる健康で体力に不安のない方 

▲活動内容 1 年目：4 月から 10 月まで月 1 回程度の講座およびガイド研修の受講 

       2 年目：団体客へのガイド実践（開園期間中に平均月 1・2 回程度） 

       ※初めの頃はガイド員がフォローしながら行います。 

▲申し込み 高鍋湿原ボランティアガイドの会事務局 文化係（☎0983-23-3326）へ。 

 ※詳しくは、文化係（☎0983-23-3326）へ。 

●アカウミガメ調査ボランティア会員の募集について 
 ▲対  象 町内に住所を有し、アカウミガメの調査活動に関心があり、屋外の活動ができる健康で体力

に不安のない方 

▲期  間 ５月から９月の午前５時から１時間程度（上陸・産卵の状況によって前後します） 

▲内  容 アカウミガメの産卵地巡視および産卵状況調査活動 

▲活動場所 堀の内から永谷の海岸（約２km） 

▲申し込み ４月 30 日（木）までに、文化係（☎0983-23-3326）へ。 

※詳しくは、文化係（☎0983-23-3326）へ。 

●ソフトテニス教室・体験会ならびに生徒募集について 

◎教室名：ジュニアソフトテニス教室 

▲と こ ろ 高鍋東小学校テニスコート 

▲と  き ３月 22 日（日）・29 日（日）午前９時半～午前 11 時（体験会） 

※詳しくは、教室代表 黒木さん（☎090-3078-2959）へ。 

◎教室名：初心者・中級者ソフトテニス教室 

▲と こ ろ 井上スポーツセンターテニスコート 

▲と  き 毎週水曜日・土曜日 午後６時～午後７時半（体験会） 

※詳しくは、NPO 法人高鍋スポーツクラブ事務局（☎090-5947-1329）へ。 

「お知らせたかなべ」は町ホームページでもご覧いただけます。町公式 LINE からのアクセスも可能です。 

編集・発行／高鍋町役場 地域政策課（☎0983-26-2018） 配布／高鍋町役場 総務課（☎0983-26-2001） 
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町では広報紙閲覧サービス「カタログポケット」を活用し、広報紙の電子化に取り組んでいます。 

詳しくは、町ホームぺージ内で「カタログポケット」と検索してください。 


